
(1) ・

(2) ・

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(4) ・

・

【最重点】

南予地域における砂防激甚災害対策特別
緊急事業費の確保

西日本豪雨により激甚な土砂災害が発生した南
予地域の本格的な復旧・復興に向けて、「砂防激
甚災害対策特別緊急事業費」の本県への必要な
予算を配分すること。

土木部

計画どおり山鳥坂ダムが令和８年度に完成する
よう、重点的な予算確保と事業の促進を行うこと。

水源地域整備計画に位置付けられた県道
小田河辺大洲線の整備促進及び事業費
の確保

ダムの建設にあわせた整備を必要とする県道小
田河辺大洲線について、計画的な整備促進及び
事業費を確保すること。

3 緊急土砂災害対策の推進　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府・財務省・国土交通省）

令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

Ⅰ.豪雨災害からの創造的復興

2 肱川緊急治水対策の推進　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府・財務省・国土交通省） 【最重点】

西日本豪雨により甚大な浸水被害が発生した肱川流域の再度災害防止に向け、河川激甚対策特別
緊急事業等による堤防整備と山鳥坂ダム建設事業を計画どおり推進するとともに、変更した河川整備
計画に基づく河川やダムの整備を推進すること。

土木部

肱川における国管理区間の河川改修の促
進

国管理区間の河川改修を促進すること。

肱川における県管理区間（中下流圏域：大
洲市菅田地区～西予市野村地区）の河川
改修を推進するための事業費の確保

県管理区間（中下流圏域：大洲市菅田～西予市
野村）の河川改修を促進するための事業費を確
保すること。

令和８年度の山鳥坂ダム完成に向けた事
業の促進

1
西日本豪雨災害により被災したかんきつ産地の復興

【最重点】
（農林水産省）

西日本豪雨災害により大きな被害を受けたかんきつ産地の復興への取組に対し、支援を行うこと。 農林水産部

被災した産地の復旧・復興に必要な支援 長期間を要する産地の復旧・復興のため、継続し
て必要な支援を行うこと。

被災した園地における円滑な営農再開に
必要な支援

園地復旧後に行う改植や農業用施設・機械の整
備等に対する支援を充実・強化すること。

＜資料２＞



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

・

(1) ・

・

(2) ・

［２］ 宅地災害からの復旧・復興と大規模地震への備え
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省）

大規模災害により被災した宅地の復旧支
援制度の拡充

「堆積土砂排除事業」に係る補助対象の拡大と採
択基準を緩和すること。

土木部

｢宅地耐震化推進事業｣に係る補助率の嵩上げと
採択基準を緩和すること。

大規模地震に備えた宅地耐震化の促進に
向けたソフト対策の充実

宅地等の耐震化を総合的に推進するためのソフ
ト対策の充実

［１］ 地域の守り手となる建設産業への支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省・厚生労働省）

地域建設企業における大規模災害に際し
て必要となる建設機械等の保有促進等を
図る制度の拡充

地域建設企業が災害対応に使用する建設機械を
購入する際にその費用の一部を助成する等、建
設機械の保有を促進する支援策を講じること。

土木部

大規模災害時に懸念される人手不足に備
えるため、地域の実情に応じた人材の確
保・育成の支援と技術者要件の緩和

地域建設産業の人材確保・育成のため、都市部
との労務単価の格差をはじめとする、就労環境の
地域間格差是正に資する支援策を講じること。

大規模災害時や人材が不足している地域等にお
ける円滑な工事執行のため、技術者要件の緩和
や弾力的な運用を行うこと。

4 大規模災害からの迅速かつ確実な復旧・復興工事の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省・厚生労働省）

【最重点】一部
新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

・

・

(3) ・

・

(1) ・

(2) ・

(1) ・

(2) ・

・

社会インフラの戦略的な維持管理・更新に
関する予算の総額確保及び愛媛県へ必
要な予算配分

社会インフラの戦略的な維持管理・更新を進める
ため、予算を確保し本県へ必要な予算配分を行う
こと。

土木部

戦略的な維持管理・更新に関する制度の
拡充と効果的・経済的な点検手法の導入
に向けた取組みの促進

道路事業における個別事業の更なる要件緩和を
行うほか、現在対象となっていない港湾施設等の
法定点検に係る費用等について交付金や公共施
設等適正管理推進事業債の対象となるよう制度
を拡充すること。

橋梁の点検等について、ＩＣＴやＡＩ等、新技術の開
発等を踏まえた効果的・経済的な点検手法の導
入に向け取組みを推進すること。

社会資本整備に必要な予算の総額確保 県民の安全・安心を確保し、地域経済の活性化
による豊かな暮らしの実現とその担い手確保のた
め、将来にわたる社会資本整備に係る予算の総
額を確保すること。

土木部

防災・減災対策に必要な予算の愛媛県へ
の重点的な配分

県民の命を守ることを最優先に、南海トラフ地震
などの大規模災害に備えた防災・減災対策に必
要な予算の本県への重点的な配分を行うこと。

［３］ 社会インフラの戦略的な維持管理・更新の推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府・総務省・財務省・国土交通省）

西日本豪雨災害の課題への対応 防災情報を確実に伝達するための支援対策を強
化するとともに、大雨特別警報等の気象情報の
精度向上の早期実現を図ること。

被災者生活再建支援制度の適用範囲を住家の
半壊・床上浸水まで拡大すること。

［２］ 地域の安全・安心を確保するための社会資本整備の推進
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府・財務省・国土交通省）

防災・減災対策の展開促進に資する自由
度の高い交付金制度の創設

自助・共助を促進し、地域防災力の向上を図るた
めの自由度の高い交付金制度を創設すること。

県　 民
環境部

南海トラフ地震対策の推進 南海トラフ地震に係る地域の実情に応じた地震・
津波対策を推進するための財政支援措置を充
実・強化すること。

南海トラフ巨大地震を想定した広域的な防災対
策を推進するとともに、半割れケース等における
避難対策等の促進に対する財政支援措置等を充
実・強化すること。

南海トラフ地震の調査研究及び観測・監視体制を
充実・強化すること。

Ⅱ．防災・減災対策　～災害から命を守る国土強靭化の実現～

　《防災・減災対策》

5 地域の実情を踏まえた防災・減災対策の推進 【最重点】

［１］ 大規模災害から住民の生命・身体及び財産を守るための防災・減災対策の
      総合的な推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府・文部科学省・気象庁）

一部
新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

・

・

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(4) ・

(5) ・

・

洪水浸水想定区域を重要事項説明に位
置付ける宅地建物取引業法の改正

地域の水害リスクを県民へ浸透させるため、宅地
建物取引業法を改正し、洪水浸水想定区域の説
明を不動産取引時に購入者等へ説明が義務付
けられる重要事項として位置付けること。

［７］災害に強い森林づくりの推進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省（林野庁））

災害に強い森林づくりを目指し、産地防災力の強化を推進すること。
農　 林
水産部

山地防災力の強化 治山事業及び森林整備事業の予算を確保するこ
と。

頻発・激甚化する水害に備えるハード・ソフト一体となった治水事業を推進するための予算の総額を確
保するとともに、愛媛県へ必要な予算を配分すること。

土木部

県管理河川の整備に必要な事業費の確
保

県民の生命や財産を守るため、洪水の発生に備
えた河川整備に必要な事業費を確保すること。

重信川（国管理区間）の河川整備の促進 重信川の国管理区間における堤防漏水対策など
の河川整備を促進すること。

県管理の河川やダムの堆積土砂除去へ
の財政支援

河川やダムへの土砂堆積により、洪水の安全な
流下や洪水調節機能等に支障が生じる可能性が
ある箇所について、堆積土砂除去への財政支援
をすること。

住民の速やかな避難につながる支援体制
強化に必要な事業費の確保

大規模氾濫時の避難体制を構築する上で根幹と
なる洪水浸水想定区域図や洪水ハザードマップ
作成への技術的・財政的支援のほか、新たな知
見にも即応したソフト対策に必要な事業費を確保
すること。

［５］ 土砂災害対策の推進　　　　　 　　　　　　　　　　（内閣府・財務省・国土交通省）

土砂災害対策事業費の確保 豪雨や地震による土砂災害から県民の生命･財
産を守るため、ハード・ソフトが一体となった土砂
災害対策を推進するための必要な予算の配分を
行うこと。

土木部

［６］ 治水事業の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府・総務省・財務省・国土交通省）

［４］ 南海トラフ地震に対応した海岸保全施設の整備促進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府・財務省・農林水産省（水産庁）・国土交通省）

海岸保全施設の地震・津波対策が大幅に遅れている愛媛県において必要な整備が着実に進むよう事
業費を確保すること。

農　 林
水産部

・
土木部

南海トラフ地震・津波対策に必要な海岸保
全施設の整備事業費の確保

全国第３位の海岸保全区域を有する本県への南
海トラフ地震に対応した海岸保全施設整備に要
する予算を配分すること。



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

・

・

(2) ・

・

・

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(1) ・

(2) ・

木造住宅・ブロック塀の耐震化について、必要な
財源確保に努め、「ブロック塀等の安全確保に関
する事業」を令和３年度以降も継続すること。

6 陸上自衛隊松山駐屯地の拡張及び周辺地域の道路整備　　　　　　　　　（防衛省） 【最重点】

陸上自衛隊松山駐屯地の拡張整備 大規模災害発生時の人命救助や物資輸送等に
万全を期すため､他の駐屯地等からの応援部隊
の人員や資機材等の受入れが可能となるよう、
施設の拡張整備を早期に行うこと。

県　 民
環境部

大型車両が通行可能な道路の整備 大型車両の出入口を複数確保するとともに、（仮
称）東温スマートインターチェンジの開設に併せて
高速道路へのアクセス向上を図るため、大型車
両が通行可能な道路を整備すること。

資本単価撤廃等の採択要件の緩和や補助率の
嵩上げなどの財政支援措置を講じること。

早期整備を図るため、引き続き要望額を満額確
保すること。

［９］公共施設等の耐震化の促進
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国交省・警察庁・総務省・厚労省・財務省）

公共施設等の耐震化を計画的に進めるた
めの交付金、起債等耐震化に係る制度の
拡充

防災拠点となる公共施設等（県庁舎・警察施設・
医療施設）の耐震化を計画的に進めるため、交付
金、起債等耐震化に係る制度の拡充を図ること。

総務部
・

企画振興部
・

保健福祉部
・

土木部
・

警察本部

松山空港の耐震化の促進 国直轄事業である松山空港の耐震化事業を促進
すること。

木造住宅・ブロック塀の耐震化に係る財源
確保

［８］ 水道施設の防災対策等の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （厚生労働省）

県内自治体では、南海トラフ大地震等への災害に備えた水道施設の耐震化に加え、平成30年７月豪
雨や昨年の東日本への相次ぐ台風により明らかとなった停電や土砂・浸水災害への対応など、多岐
にわたる防災対策を講じる必要性が高まっており、優先順位をつけ計画的に取り組んでいるところで
あるが、厳しい財政状況にあることから、早期実施に向けた積極的な財政支援を講ずること。

県　 民
環境部

停電、土砂・浸水災害対策の推進 水道水源開発等施設整備費補助金における防災
対策工事等に係る補助メニューを恒久的なものと
すること。

資本単価撤廃等の採択要件の緩和や補助率の
嵩上げなどの財政支援措置を拡充すること。

災害に備えて、浄水機能を担う機器等を応急的
に提供できる体制整備など、早期復旧に向けた
対応策を講じること。

耐震化の促進 生活基盤施設耐震化等交付金において、水道施
設の耐震診断や耐震化計画策定を交付対象とす
ること。



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(4) ・

(5) ・

(6) ・

7
伊方発電所の安全対策の強化等

【最重点】
（原子力規制委員会・経済産業省・内閣府・警察庁・防衛省・外務省・国土交通省）

原子力発電所の安全性向上及び安全文
化の醸成

立地地域の特性や独自の取組も考慮し、厳正な
原子力安全規制を行うとともに、最新の知見に基
づき安全対策の不断の向上に取り組むこと。
また、３号機の安全性向上のため、本年４月から
実施される新検査制度の的確な運用とトラブルの
再発防止策の徹底に努めるとともに、安全管理
体制の充実・強化と安全文化の絶え間ない醸成
を図ること。

県　 民
環境部

廃炉対策 １、２号機の廃止措置の安全実施を厳正に審査、
確認するとともに、伊方発電所における廃炉技術
の研究が進むよう取り組むこと。
また、原子炉の解体等に伴い発生する低レベル
放射性廃棄物の処分に係る規制基準の速やかな
整備と事業者の積極的なサポートに努めること。

使用済燃料対策 国が主体となって使用済燃料対策を着実に進
め、使用済ＭＯＸ燃料の処理・処分方策を早期に
決定すること。
乾式貯蔵の安全性を広く丁寧に説明し、あくまで
も一時的な保管であることを明確にするとともに、
伊方発電所内への設置計画を厳正に審査するこ
と。
高レベル放射性廃棄物の最終処分対策が確実
に進むよう、国が責任を持って取り組むこと。

説明責任の履行、情報公開及びコミュニ
ケーションの強化

安全規制の取組状況や安全性の確認結果のほ
か、原子力発電の位置付けや将来像について、
広く国民や地域への説明責任を果たすとともに、
情報公開を徹底すること。
原子力発電所に求められる安全性に関する社会
的合意形成に向け、住民等関係者間でのリスクコ
ミュニケーションの取組みを推進すること。

原子力発電所周辺上空の飛行禁止の法
制化

原子力発電所周辺上空の飛行禁止の法制化を
図ること。

原子力発電所に対するテロ行為につい
て、国内外の連携強化による未然防止

原子力発電所に対するテロ行為について、国内
外の連携を強化のうえ、未然防止に努めること。



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

・

(3) ・

・

(4) ・

(5) ・

【最重点】

原子力災害対策指針の充実及び住民へ
の丁寧な説明

原子力災害対策指針について、最新の知見や関
係自治体等の意見を踏まえ、必要な項目を早急
に追加整備するとともに、住民の安全確保の視
点に立った改定を継続的に行うこと。また、避難
等防護措置の考え方について、屋内退避の有効
性も含め、立地地域の住民等に対し、丁寧に分
かりやすく説明すること。

県　 民
環境部

・
土木部

住民避難の実効性向上のための広域避
難体制の整備

広域避難への人的・物的支援や避難先自治体の
受入体制の強化など、国がより主体的に省庁横
断的な調整・対応を図ること。

自衛隊等の実動組織が保有する車両、船舶、ヘ
リ等の避難手段について、投入可能台数や派遣
部隊など、支援体制を明確化すること。

緊急時に避難等に備えた交通基盤の強化 緊急時の住民避難や物資等輸送路となる大洲・
八幡浜自動車道や県道鳥井喜木津線の整備促
進、松山自動車道の４車線化や国道56号、378号
などの道路整備に必要な予算を重点的に配分す
ること。

原子力災害時避難円滑化モデル実証事業を制
度化するなど、迅速かつ確実な避難に繋がる交
通基盤の強化に取り組むこと。

緊急時モニタリング体制の整備 緊急時モニタリングを国が責任を持って統括し、
避難時の海上モニタリングも含め確実に実施され
るよう、派遣要員の確保や資質向上、資機材の
整備等を図るとともに、国が一元管理する緊急時
モニタリング結果が関係自治体に確実に伝達さ
れるようにシステムの充実を図ること。

原子力発電安全対策に係る交付金の拡
充・増額

原子力発電安全対策に係る交付金について、弾
力的な運用を行い、より計画的に対策を推進する
ための拡充や増額に努めるとともに、平常時から
緊急時までのより一体的なモニタリング体制の整
備が可能となるよう、関係交付金の統合等を図る
こと。

8
原子力防災対策の充実・強化
　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　（内閣府・原子力規制委員会・国土交通省・防衛省）



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

(1) ・

(2) ・

(1) ・

(2) ・

(3) ・

10 高規格幹線道路等の整備促進・制度の実現 【最重点】

［１］ 高速道路ネットワークの「３つのミッシングリンク」の早期解消
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府・財務省・国土交通省）

愛媛県における高速道路ネットワークの「３つのミッシングリンク」を早期に解消し、国土強靭化や地域
経済の活性化、広域交流・連携の基盤として、「重要物流道路」の一翼を担い、ダブルネットワークを
形成するため、高規格幹線道路等の整備促進と必要な事業費を確保すること。

土木部

四国８の字ネットワーク未着手区間「内海
～宿毛」の早期事業化と「津島道路」の整
備促進

南海トラフ地震時に津波等による深刻な被害が
想定される宇和島以南地区のリダンダンシー確
保及び地域活性化のため、四国８の字ネットワ－
クの未着手区間「内海～宿毛」の早期事業化を図
るとともに、｢津島道路｣を早期に整備すること。

今治・小松自動車道「今治道路」の整備促
進

中四国地方の広域的な交流と経済の振興を図
り、架橋効果を最大限に発現させるため、「瀬戸
内しまなみ海道」と「四国８の字ネットワーク」をつ
なぐ「今治道路」を早期に整備すること。

大洲・八幡浜自動車道「八幡浜道路(R4完
成目標)」「夜昼道路」「大洲西道路｣の整備
促進

九州～四国～京阪神間の広域高速ネットワーク
の形成や地域の活性化が図られるとともに、万が
一の原発事故時には広域避難・救援道路の軸と
もなる｢大洲･八幡浜自動車道｣全線の早期整備
に必要な予算の本県への重点的な配分を行うこ
と。

［２］鉄道ネットワークの維持・活性化　　　　　 （国土交通省）

四国の鉄道ネットワークの維持に向けた支援スキームを確立すること

ＪＲ四国の経営安定化を図る新たな支援
スキームの構築

経営安定基金の運用益で鉄道事業の損失を補
填する国鉄分割民営化スキームが機能していな
い現状を踏まえ、ＪＲ四国の経営安定化を図る新
たな支援スキームを構築すること。

企　 画
振興部

ＪＲ四国の経営安定化のため、令和２年度
までとされている現行の支援措置を延長

新たな支援スキームが構築されるまでの間は、厳
しい経営状況にあるＪＲ四国の経営安定化を図る
ため、令和２年度までとされている現行の支援措
置を延長すること。

四国の新幹線計画を整備計画に格上げすること。 企　 画
振興部

整備計画への格上げに向けた調査の実
施

四国新幹線・四国横断新幹線の実現を図るた
め、基本計画から整備計画への格上げに向けた
調査を実施すること。

ＪＲ松山駅への新幹線駅併設に向けた調
査・検討の実施

在来線との乗継利便性を確保するため、ＪＲ松山
駅への新幹線駅併設に向けた調査・検討を行うこ
と。

　《高速ネットワーク》

9 四国の鉄道の維持・活性化 【最重点】

［１］ 四国への新幹線の導入　　　　　　　　　　 （国土交通省）

一部
新規

一部
新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(4) ・

(5) ・

(1) ・

(2) ・

無料区間が介在する有料高速道路相互
間の乗り継ぎ制度等の導入

大洲道路を含んで連続走行した場合についても、
長距離逓減割引を適用するなど、有料高速道路
相互間の乗り継ぎ制度等を導入すること。

土木部

瀬戸内しまなみ海道における自転車通行
料金の恒久的な無料化

期間限定となっている自転車通行料金の無料化
について、恒久化を図ること。

大規模災害時の救援活動等を支援し、行楽時期
等の渋滞解消による安定的な輸送を確保するた
め、「高速道路における安全・安心基本計画」で
選定された４車線化の「優先整備区間」である松
山・大洲間の早期全線４車線化を図ること。

東温スマートＩＣ(仮称)の令和５年度完成に
向けた整備促進

新たな工業団地への企業誘致等に寄与するほ
か、医療機関や自衛隊駐屯地等とのアクセス向
上により、県下全域の医療・防災体制の強化にも
資するため、令和５年度完成に向け整備促進を
図ること。

宇和ＰＡ（仮称）の整備 道路利用者の利便性向上に加え、防災の体制強
化にも資するため、大洲北只ＩＣ～西予宇和ＩＣ間
に宇和ＰＡ（仮称）を整備すること。

高速ＩＣへのアクセス向上や重要な拠点間
等を補完する幹線道路ネットワークの整備
促進

四国中央市、新居浜市、西条市の国道11号での
直轄道路事業について、渋滞緩和や交通安全の
確保を図り、重要な拠点間等を結ぶネットワーク
形成に必要となるものであるため、早期全線供用
に向けた整備促進を図ること。

［２］ 地方創生を推進する高速道路ネットワークの整備･利便性等の向上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府・財務省・国土交通省）

高速道路ＩＣと空港･港湾等を結ぶネットワークの形成や、既存の高速道路の機能強化による利便性
等の向上を図るため、高規格幹線道路等の整備促進と必要な事業費を確保すること。

土木部

松山外環状道路の「空港線」・「インター東
線」の整備促進、「空港線」余戸南ＩＣ～東
垣生ＩＣ（仮称）の開通時期の早期公表、
「空港～国道196号」の事業化に向けた計
画段階評価の３年度着手

松山都市圏における慢性的な渋滞の解消と交通
事故の削減、また、松山空港・松山港から松山ＩＣ
へのアクセス性向上を通じて愛媛内県全域の生
産性を向上させるため、松山外環状道路の「空港
線」・「インター東線」の整備促進及び「松山空港
～国道196号」の事業化に向けた計画段階評価
の令和３年度着手を図ること。

高速道路の暫定２車線区間の４車線化の
推進（松山自動車道｢松山ＩＣ～大洲ＩＣ｣、
国道56号｢大洲道路｣の全線４車線化）

［３］利用しやすい有料道路料金の実現　　　　　 　　　　　　　　　（国土交通省）



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

・

・

・進入管制空域の返還 米軍岩国基地の管理下にある松山空港の進入
管制空域及び進入管制業務の日本への返還に
ついて、米国に強く要求すること。

企　画
振興部

ＣＩＱ（税関・出入国管理・検疫）体制の充
実・強化

松山空港の国際線利用者の出入国にかかる手
続きが円滑に行われるよう、ＣＩＱ機関について、
体制の充実・強化を図ること。

経　済
労働部

［３］進入管制空域の返還　　　　　　　　　　　　（国土交通省）

国際線スポットの早期増設 松山空港の受入環境を充実、強化するため、国
際線スポットの早期増設などターミナル地域の整
備促進を図ること。

企　 画
振興部

［２］ＣＩＱ（税関・出入国管理・検疫）体制の充実・強化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（財務省・法務省・厚生労働省・農林水産省）

11 松山空港の機能拡充 【最重点】

［１］ 国際線スポットの早期増設、旅客ビル整備促進　　　　　　　　（国土交通省）



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

・

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(1) ・

(2) ・

14 命を守り暮らしを豊かにする港湾の整備促進　　　　　 　　　　（内閣府・国土交通省） 【最重点】

命を守り暮らしを豊かにする港湾の整備促進

松山港国際物流ターミナル、東予港複合
一貫輸送ターミナル等の整備費確保

松山港国際物流ターミナル、東予港複合一貫輸
送ターミナル等のプロジェクトが着実に進むよう事
業費の確保を図ること。

土木部

宇和島港など物流や防災の拠点となる港
湾の事業費確保

背後圏域の経済活動を支える防災・物流拠点で
ある宇和島港の整備、地震等に備えるための防
災拠点となる三島川之江港、八幡浜港、新居浜
港及び今治港等の整備が着実に進むよう事業費
の確保を図ること。

　ＪＲ松山駅周辺の交通渋滞・踏切事故や市街地分断の解消、県都松山の陸の玄関口にふさわしい魅力あるまち
づくりを推進するため、連続立体交差事業、土地区画整理事業、街路事業等の一体的な整備促進に向け、必要な
予算の確保と愛媛県への重点的な配分を行うこと。

JR松山駅付近連続立体交差事業（高架区
間）の整備促進

交通渋滞や踏切事故、市街地分断の解消を図る
ため、JR松山駅付近連続立体交差事業（８つの
踏切除去）を促進すること。

土木部

松山駅周辺土地区画整理事業の整備促
進

県都松山の陸の玄関口、おもてなしの場にふさわ
しい活力あるまちづくりを推進するため、松山駅
周辺土地区画整理事業の整備を促進すること。

松山駅西口南江戸線の整備促進 空港、松山観光港等へのアクセス向上と、駅西側
地区の交通の利便性向上を図るため、松山駅西
口南江戸線の整備を促進すること。

上島架橋事業のうち岩城橋の計画的な事
業推進に必要な事業費の確保

令和３年度開通が確実なものとなるよう、離島事
業費の総額確保と上島架橋事業「岩城橋」への
優先的な予算配分を行うこと。

土木部

13 ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業等の整備促進　　　　　（財務省・国土交通省） 【最重点】

　《交通機能の充実》

12 離島架橋事業(上島架橋:岩城橋)の推進　　　　　　　        　（内閣府・国土交通省） 【最重点】



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

・

(2)

① ・

・

② ・

・

(3)

① ・

・

・

② ・

・

(4) ・

車両購入費補助について、購入時一括補助方式
（従前方式）に改善すること。

15
鉄道・バス・フェリー等公共交通機関の維持・活性化対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省）

【最重点】

交通政策基本計画で掲げられた公共交通
確保維持策の着実な実施

地域における持続可能な交通ネットワーク確保に
必要な予算を確保すること。

企　 画
振興部

公共交通を担う人材確保・育成のための施策の
充実を図ること。

高速道路料金施策の影響を受け続ける公
共交通機関への対応

ＪＲ四国に対する支援 ＪＲ四国の厳しい経営環境に鑑み、「鉄道・運輸機
構」の利益剰余金等を活用した同社に対する支
援について、本四高速料金の引下げを踏まえて
追加支援を実施すること。

離島航路 地域が維持すべきと認める生活航路について
は、他に代替交通手段がない航路に限るという要
件を緩和し、唯一航路に準じて国の補助対象とし
て認定すること。

島民運賃割引についても、全国一律の要件を撤
廃し、地域が応分の負担をして引下げを行う場合
には、国の補助対象として認定すること。

離島活性化交付金による生活交通の運賃
低廉化

「人の往来に要する費用の低廉化」を推進するた
め、本土と離島及び離島と離島を結ぶ航路並び
に離島内のバス交通など、離島住民の移動に不
可欠な生活交通の料金軽減に係る支援等を交付
金の対象事業とすること。

ＪＲ四国が行う安全対策に対する地方公共団体
の補助は、地域鉄道事業者（中小民鉄等）の場合
と同様に、地方財政措置を設けること。

フェリーに対する支援 大規模災害発生時における車両・鉄道輸送の代
替手段としてのフェリーの果たす役割、特に本州
との道路・鉄道によるアクセスが本州四国連絡橋
のみである四国・愛媛県におけるフェリーの重要
性に鑑み、また太平洋新国土軸の形成にも不可
欠であるとの観点から、フェリー航路の維持・確保
に向けた国の支援を実施すること。

本四高速料金の引下げによるフェリー航路への
影響を緩和するとともに、フェリー航路の利用促
進及び高速道路の有効利用の観点から、フェリー
利用のために、車両が高速道路を一旦流出し、
再度乗り直した場合にも、高速道路通行料金の
「長距離逓減制」の適用を図ること。

生活バスや離島航路に係る国庫補助制度
の充実及び改善

生活バス 四国ブロックの実情（輸送量が約10人／日）に応
じた輸送量要件の緩和を行うこと。

地域間幹線系統補助や地域内フィーダー系統補
助について、厳しい経営状況にある交通事業者
や財政負担が増えている市町の実情に鑑み、必
要な予算を確保するとともに、補助上限額を引き
下げないこと。



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(4) ・

テレワーカーの地方還流促進による東京
一極集中の是正

東京一極集中の是正に向け、テレワーカーを地
方に還流させる仕組みを構築するとともに、国の
移住支援事業の更なる拡充を図り、コワーキング
スペースの整備支援や地方とのマッチング支援
などテレワーカー受入環境整備に対する十分な
財政措置を講じること。

企　 画
振興部

地方拠点強化税制の拡充・強化 地方への人口移動や、災害や感染症等の危機管
理の面でも有効な、本社機能の分散・地方移転を
推進するため、地方税の独自減税分の特交措置
や、過疎地域に有利な税制措置など地方拠点強
化税制の拡充を図るとともに、移転費用等への国
庫補助など、支援を強化すること。

首都圏の大学生が地方と交流する仕組み
等の構築

首都圏の大学生が地方との交流の一環で行う
フィールドワークなどの活動について、大学の単
位として認定する仕組みを全国的な制度として整
備するとともに、国立大学法人運営費交付金の
評価指標及び私立大学等経常費補助金の特別
補助項目に地方との連携事業等を追加すること。

地域おこし協力隊制度の緩和 地域おこし協力隊の定着率を高めるため、お試し
期間を新設するなど地方移住の制度要件を緩和
し、将来的な隊員の確保と移住を促進させる措置
を講じること。

条件不利地域での基地局整備に対してインセン
ティブを付与する等により、地方においても都市
部と同様に基盤整備が遅滞なく進むよう、民間事
業者による基地局の整備に対する必要かつ十分
な財政措置を講じること。
また、経営基盤の脆弱な地方の中小企業がロー
カル５Ｇの導入に積極的に取り組み、地域経済の
活性化につながるよう、導入経費に対する支援措
置を講じること。

地方自治体の５Ｇ利活用促進に向けた技
術的・財政的な支援の充実

５Gの利活用による地域の課題解決や地域経済
の活性化に向けた地方自治体の積極的な取組
みに対し、技術・財政両面からの支援充実を図る
こと。

17 移住の促進や関係人口の拡大に向けた対策の強化 （総務省・内閣府・文部科学省） 【最重点】

Ⅲ．人口減少対策　～安全・安心で住みやすい暮らしの実現～

　《人口減少・次世代対策》

16
デジタル技術の利活用に係る支援の充実と基盤整備の促進
                                                                            （内閣府・総務省）

【最重点】

企　画
振興部

地方創生の実現に向けたデジタル技術の
利活用と人材育成に係る支援の充実

デジタル技術は、地域課題の解決を通じた地方
創生の実現に大きな役割を果たし、人口減少や
少子高齢化が急速に進む地方でこそ真価を発揮
するものであるため、民間企業や行政など様々な
分野での利活用の促進や人材育成に向けて支援
の充実を図ること。

地方における５Ｇ通信基盤整備の促進

新規

新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

・

(1) ・

(2) ・

・

(3) ・

19 教員の業務負担軽減に関する支援　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文部科学省） 【最重点】

教職員定数の充実 教員の長時間勤務の是正を図りつつ、新学習指
導要領の円滑な実施、いじめ問題や不登校をは
じめ複雑化・多様化する教育課題に的確に対応
できるよう、教職員定数の充実を図ること。

教　 育
委員会

支援スタッフの配置促進 スクール・サポート・スタッフや部活動指導員、ＩＣ
Ｔ支援員などの支援スタッフの配置促進に向けた
実効性のある予算措置を講ずるとともに補助制
度を創設すること。

部活動指導員については、３年としている補助期
限の撤廃や本県独自に配置を進めている高等学
校の部活動指導員の国庫補助対象化など、補助
制度を拡充すること。

その他、中教審答申に基づく取組等への
支援

中教審の答申をはじめ、国が示す働き方改革に
関する取組みを実施するにあたり、新たに生じる
経費負担に対して十分な財政支援を行うこと。

18 少子化対策・子育て支援の充実　　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府・厚生労働省） 【最重点】

安心して子どもを産み育てることができる社会の実現に向けて、地方が単独で取り組んでいる事業の
更なる充実・強化のため、安定的・効果的な財源措置を講じること。

保　 健
福祉部

地域の少子化対策への財政支援等 地域少子化対策重点推進交付金は、単年度の制
度であり、交付対象が限定されているなど制限が
極めて多いことから、地域の実情に応じた少子化
対策の強化や子育て支援の充実のために実施す
る事業に充当できるようにするとともに、安定的な
財源を確保すること。

全国一律の医療費助成に対する財源措置 全国の各地方公共団体が地方単独事業として実
施している子ども医療費、ひとり親家庭医療費及
び重度心身障がい者(児)医療費に対する助成事
業をナショナルミニマムとして全国一律の制度と
し、財源措置を講じること。

子どもの医療費助成に係る国民健康保険の国庫
負担減額調整措置について、全面的に廃止する
こと。



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

・

(2) ・

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(1) ・

・

・

(2) ・

22 安全・安心な教育環境整備の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文部科学省） 【重点】

長寿命化対策等 学校施設の長寿命化、非構造部材の耐震化につ
いて、計画的な部分的改修も国庫補助対象とし、
財政規模の小さな地方公共団体でも長寿命化対
策に対応できるようにするなど、補助要件を緩和
するとともに十分な予算を確保すること。また、公
立高等学校についても補助対象とすること。

総務部
・

保健福祉部
・

教育委員会

長寿命化改良事業の対象となっていない私立学
校施設について、補助制度の拡充や更なる延長
を図ること。

エアコン設置事業に関しては、公立高等学校では
リースによる整備が殆どであるため、リース料金
に対する特段の財政措置を講じること。

補助単価の引上げ 公立学校施設整備事業において、実際の工事に
要する経費と国交付金の算定基礎となる補助単
価との間に乖離があり、事業費に見合う額が交付
されていないため、実情に合うよう補助単価の引
上げを図ること。

21 教育の情報化の促進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　（文部科学省） 【最重点】

持続可能な「ＧＩＧＡスクール構想」の実現
と高等学校への支援拡充

「ＧＩＧＡスクール構想」を持続可能なものとするた
め、機器の保守管理及び端末更新時の費用につ
いても国庫補助対象とするとともに、義務教育課
程の一人１台端末整備に係る補助制度につい
て、高等学校への支援を拡充すること。

教　 育
委員会

ＩＣＴ支援員の配置拡充 今後のＩＣＴ機器の整備拡充を見込み、授業等で
の効果的な活用のため、ＩＣＴ支援員の配置拡充
に係る補助制度を創設すること。

デジタル教材の充実、情報リテラシー及び
指導力向上に係る支援等

授業や自宅学習に活用できる標準的なデジタル
教材（情報モラルを含む）を提供するプラット
フォームを国において整備し、その普及を図ると
ともに、児童生徒の情報リテラシーや教職員のＩＣ
Ｔ活用指導力を向上させるための研修プログラム
の策定・実施に関する特段の措置を講じること。

20 いじめ・不登校対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（文部科学省） 【最重点】

相談支援体制の充実によるいじめ対策 若年層の多くがコミュニケーションツールとして利
用している、ＳＮＳを活用したいじめ相談事業に対
する補助を拡充すること。

教　 育
委員会

弁護士や警察ＯＢなど、専門的な見地からいじめ
問題等を解決するため、外部専門家を活用する
ことに対して財政支援を行うこと。

民間フリースクールと連携した不登校対策 「義務教育の段階における普通教育に相当する
教育の機会の確保等に関する法律」等を踏まえ、
関係機関との連携を図るコーディネーターの配置
及び不登校児童生徒に対する経済的支援の拡
充のほか、フリースクールの運営への補助制度
を創設すること。

一部
新規

新規

一部
新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

・

・

(2) ・

・

・

・

24 輸血用血液製剤の管理に係る新制度の創設　　　　　　　　　　　　　  （厚生労働省） 【最重点】

輸血用血液製剤に係る規制緩和 輸血用血液製剤について、適正な保管・管理体
制が整っていると都道府県が認定した三次救急
医療機関に限り、医薬品医療機器等法に基づく
販売業の許可を必要とせずに、圏域内のあらか
じめ指定を受けた二次救急医療機関への融通が
可能となる制度とすること。

保　 健
福祉部

［２］災害医療従事者の育成・確保への支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省）
災害医療従事者の育成・確保への支援 南海トラフ巨大地震等の大規模災害が発生した

際にも、医療救護活動が計画的・持続的に実施
できるよう、災害医療従事者の育成・確保に係る
財源確保を含め、国において必要な措置を講じる
こと。

保　 健
福祉部

医師の偏在を是正するための義務や規制
の検討

都道府県の機能強化や医師の自律性に基づく偏
在対策では限界があることから、医師免許取得
後一定期間、医師不足地域での診療を義務付け
るなど、義務や規制を伴う医師の偏在是正策の
検討など、実効性を高めた仕組みを構築するこ
と。

保　 健
福祉部

医師確保計画の取組みのうち、圏域間の医師偏
在対策に有効とされる地域枠制度の継続は必須
であることから、令和４年度以降の医学部入学定
員や地域枠制度の在り方の協議を進めるに当た
り、地域の実情や都道府県の意見などを十分に
反映すること。
近年、法改正に伴う都道府県の権限強化や事務
の移譲等により、都道府県の業務負担が大幅に
増加しているため、財政的支援を国において措置
すること。

医師が確実に地方に分散される仕組みの
構築及び総合診療専門医の研修・教育体
制の充実

専門医登録のシーリング設定については、都道
府県間において実効性を伴う定員調整を検討す
ることはもちろん、シーリング結果の公表に伴う各
地域への影響を考慮し、都道府県と十分に意見
交換を行った上で決定し、医師が確実に地方に
分散される仕組みを構築すること。

地域医療などに求められる「総合診療専門医」を
養成するための専門講座を大学医学部に必置と
するなど、「総合診療専門医」養成に向けた教育
体制の充実を図ること。

　《医療》

23 医師確保対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省・文部科学省） 【最重点】

［１］医師確保対策
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（厚生労働省・文部科学省）

一部
新規

新規
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項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

(1) ・

(2) ・

26 地域の実情に応じた地域医療介護総合確保基金の見直し 　　　　 　　（厚生労働省） 【重点】

地域の実情に沿った柔軟な制度への見直
しと十分な財源の確保

本基金については、実情に沿って柔軟に基金を
活用できる制度とするとともに、将来にわたり十
分な財源を確保すること。

保　 健
福祉部

早期の内示など基金の円滑な運用 本基金については、内示により配分額が判明す
るまで、医療・介護の関係機関・団体等が本基金
を活用する事業を実施することが困難であり、医
療・介護サービスの円滑な提供に多大な影響を
与えていることから、早期の内示など、運用の見
直しを早急に行うこと。

25 ドクターヘリの運航に対する支援等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （厚生労働省） 【最重点】

救急医療体制の充実・強化に向け、ドクターヘリの安定的な運航体制を確保するとともに、地域におい
て良質かつ適切な医療を効果的・効率的に提供できるよう、財源確保を含め、国において必要な措置
を講ずること。

保　 健
福祉部

ドクターヘリの運航に係る新たな支援制度
の創設

「ドクターヘリ導入促進事業」（医療提供体制推進
事業費補助金）は、搭載医療機器・運航管理室の
維持管理費等が補助対象外となっており、また、
都道府県計画額に対する交付率は75.5％（Ｒ元
年度）に止まっているなど、他事業を削減し、ドク
ターヘリ分の補助額を確保している現状を踏ま
え、ドクターヘリの安定的な運航体制の確保に向
けて、恒久的かつ柔軟性の高い新たな財政支援
制度を創設すること。

医療提供体制推進事業費補助金制度の
改善

医療提供体制推進事業費補助金については、地
域医療の推進に不可欠であるものの、総額が少
なく、事業の中には縮小や中止を余儀なくされて
いることから、事業の安定的な実施のため、補助
基準額に応じた交付が確実になされるよう法律補
助とするなど、同制度の改善を図ること。
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・

(1) ・

・

・

(2) ・

・

(1) ・

(2) ・

29 再犯防止に関する取組の推進　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法務省） 【重点】

再犯防止施策について、地方公共団体の意見を十分に踏まえた上で、国が主体的に取り組むととも
に、地方が国と連携し、地域の実情に合った再犯防止の取組みを着実に推進できるよう、財政支援な
ど必要な措置を講ずること。

県　 民
環境部

地方の再犯防止施策への財政支援 令和2年度までの委託事業である地域再犯防止
推進モデル事業終了後、地方再犯防止推進計画
に基づき、地方が国と連携して、一元的な相談体
制の整備等の取組みを着実に推進できるよう、必
要な支援を行うこと。

刑事司法手続中及び終了後の連携体制
等の整備

犯罪をした者等を円滑に地域の支援につなげる
ため、刑事司法手続中はもとより、その終了後に
おいても、刑事司法関係機関、地方公共団体、地
域支援者相互の情報の共有や連携が適切に行
えるよう、個人情報の取扱いに関する法制度や支
援に必要な情報共有の仕組みを整備すること。

28
資源循環の促進に向けた取組の強化
　　　　　　（環境省・経済産業省・農林水産省・厚生労働省・文部科学省・内閣府（消費者庁））

【重点】

国のプラスチック資源循環戦略の策定や食品ロス削減推進法の施行を踏まえ、地方の積極的な取組
みを強化するため、財政支援など必要な措置を講じること。

県　 民
環境部

プラスチック資源循環の促進及び海洋プラ
スチックごみ対策の推進

プラスチックごみの削減につながる取組みの強化
や３Ｒの推進等のほか、代替素材・製品の技術開
発や販路開拓等を支援すること。

海洋プラスチックごみを含む海洋ごみの回収・処
理の継続的な実施のため、地方公共団体への恒
久的な財源措置を行うとともに、さらなる効果をあ
げるため、海洋ごみの原因となる川ごみを補助対
象とすること。

海洋環境における生態系に及ぼす影響が懸念さ
れるマイクロプラスチックに関する調査研究と発
生抑制策を講じること。

食品ロス削減の取組に対する対策強化 地方公共団体が行う食品ロス削減推進計画の策
定や食品ロス実態調査への支援を強化すること。

食品関連事業者の食品廃棄物の発生抑制、消費
者への普及啓発、学校等における食育の実施、
フードバンク活動への支援等、食品ロス削減に向
けた国民運動をさらに強化すること。

　《生活・環境》

27 過疎地域自立促進特別措置法失効後の過疎対策に向けた新たな法律の制定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（総務省）

【重点】

引き続き法律に基づく過疎地域の総合的
な振興策が講ぜられるよう新たな法律の
制定

過疎地域自立促進特別措置法失効後も引き続き
法律に基づく過疎地域の総合的な振興策が講ぜ
られるよう新たな法律を制定すること。

企　画
振興部

新規

新規

新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

・

(2) ・

(1) ・

(2) ・

・

・

エネルギーの安定供給等を確保するための最適な電源構成の実現に向けた具体策を講じるととも
に、新エネルギーの一層の導入促進を図ること。

経　 済
労働部

・
県　 民
環境部

エネルギーのベストミックス実現による電
力需給の安定化

各エネルギー源はそれぞれ課題を抱えており、国
は第５次「エネルギー基本計画」で掲げたエネル
ギーのベストミックスの実現及び、電力需給の安
定化に向け、原子力発電の今後の位置づけを含
めた具体策を示し、着実に実行していくこと。

新エネルギーの導入促進に対する支援措
置の拡充及び環境の整備

新エネルギーの更なる導入促進に当たっては、
系統運用の見直しや蓄電池設置等のインフラ整
備などについて、抜本的な系統連系対策をとるほ
か、近年多発する災害時のエネルギー確保のた
め、「エネルギーの地産地消」について積極的に
取り組むこと。

新エネルギーの導入を一層促進するため、補助
金や研究開発に係る支援措置を拡充すること。

ＦＩＴ法に基づく事業計画認定時に地元の意見を
確実に反映させる体制を構築するなど、地域との
共生を図り、長期安定的な事業運営が行われる
ための環境整備を図ること。

気候変動及びその影響予測・評価等に関する積
極的な情報提供や、県気候変動適応センターの
活動支援など地域における具体的な適応策の立
案・実施に対する支援を強化すること。

31 エネルギーの安定供給の維持・確保 【重点】

［１］ 新エネルギーの導入促進及びエネルギーのベストミックス実現による電力
需給の安定化　　　（経済産業省（資源エネルギー庁）・環境省）

30
脱炭素社会の実現に向けた対策の強化

【重点】
（経済産業省（資源エネルギー庁）・環境省）

温室効果ガスの抜本的な削減のための対
策強化

家庭や事務所、店舗等から排出される温室効果
ガスの抜本的な削減を図るため、省エネルギー
設備の導入や建築物のネット・ゼロ・エネルギー
化に対する支援を強化すること。

県　 民
環境部

脱炭素社会の実現に向けて、産業部門等の脱炭
素技術の開発・実用化を一層推進すること。

気候変動影響への適応の取組に対する支
援強化

一部
新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(1) ・

(2) ・

・交通安全施設更新事業の計画的な推進 「信号機の心臓部」である信号制御機の計画的な
更新に係る補助金について、継続的に予算を確
保すること。

警　 察
本　 部

愛媛県警察官の増員 警察官１人当たりの業務負担が同規模県の中で
も高い現状を早急に改善するとともに、人身安全
関連事案対策、特殊詐欺対策及び原子力関連施
設等へのテロ対策等の治安課題に的確に対処す
るため、本県警察官を増員すること。

警　 察
本　 部

装備資機材、警察車両、自動車ナンバー
自動読取システムの増強

治安課題に的確に対処するため各種装備資機材
や警察車両を増強し、必要箇所への自動車ナン
バー自動読取システムの増設又は簡易な自動車
ナンバー自動読取システムに係る補助制度を新
設すること。

［２］交通安全施設更新事業の計画的な推進　　（国家公安委員会・警察庁）

東日本大震災等を踏まえ、地域の安全対策事業
を充実させるため、石油貯蔵施設立地対策等交
付金の県・交付対象市町への交付金額を増額す
ること。

32 県民が安全で安心して暮らせる社会の実現 【重点】

［１］警察基盤の強化　　　　　　　　　　　　　　（総務省・国家公安委員会・警察庁）

［２］  エネルギー対策特別会計関連交付金の充実強化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経済産業省（資源エネルギー庁））

国のエネルギー政策に協力してきた電源立地地域の恒久的な振興や安全確保を図るため、また、東
日本大震災での教訓や昨今の自然災害の激甚化・大規模化を踏まえ、エネルギーの安定供給システ
ムの維持・確保のため、エネルギー対策特別会計関連交付金の充実強化を図ること。

経　 済
労働部

原子力発電施設の廃炉プロセス完了まで
を見据えた財源措置

国のエネルギー政策に協力してきた立地地域の
恒久的な振興や安全確保のため、廃炉プロセス
完了までを見据えた交付金制度の拡充による財
源を確保すること。

電源立地地域対策交付金の交付対象市
町（エリア）の拡大及び愛媛県・交付対象
市町への交付金の増額

東日本大震災等を踏まえ、国民生活に不可欠な
電力・燃料の安定供給維持のため、電源立地地
域対策交付金の交付対象市町(エリア)を拡大す
ること。また、県・交付対象市町への交付金を増
額すること。

石油貯蔵施設立地対策等交付金の愛媛
県・交付対象市町への交付金の増額



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(1) ・

(2) ・

34
地方におけるＡＩ・ＩｏＴ等の導入・活用に対する支援施策の拡充
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　（経済産業省（中小企業庁））

【最重点】

地方におけるＡＩ・ＩｏＴ等の導入・活用の促進に向けた中小企業支援施策の拡充を図ること 経　 済
労働部

実証事業に対する支援策創設 ＡＩ・ＩｏＴ等の実装に向けた実証事業に対する支援
施策を創設すること。

地方の中小企業等がＡＩ・ＩｏＴの整備促進
を図るための支援策拡充

地方の中小企業等がＡＩ・ＩｏＴ等の整備促進を図る
ため、人材面も含めた支援施策を拡充すること。

地方の創意工夫を活かした自転車関連施
策の推進に向けた財政措置等

地方の創意工夫を活かした自転車関連施策の推
進に向けて、自転車関連予算の総額確保や新た
な財政支援制度の創設、規制緩和など、必要な
措置を講じること。

企　画
振興部

・
土木部

ナショナルサイクルルートの認知度・ブラン
ド力向上に向けた国の取組み強化及び指
定地域の主体的な取組みに対する支援

国において、ナショナルサイクルルートの海外で
の認知度・ブランド力向上に向けたマーケティング
活動を実施するとともに、各ルート発案による先
進的な取組みに対し支援を講じること。

四国一周サイクリングルートのナショナル
サイクルルートの指定及び本県自転車施
策のモデル化

四国一周サイクリングルートをナショナルサイクル
ルートに指定するほか、本県の自転車施策をモ
デル事業と位置付けて全国展開を図るとともに、
自転車関連予算の本県への重点配分を行うこ
と。

Ⅳ．地域経済の活性化　～地方創生につながる活力ある産業の実現～

　《商工・観光》

33
地方の創意工夫を活かした自転車関連施策の総合的な推進
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（国土交通省）

【最重点】



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

・

・セルロースナノファイバーの実用化に向け
た産学官連携拠点の構築

地域資源の活用と地域産業基盤の活性化のた
め、次世代の新素材であるセルロースナノファイ
バー（CNF）の素材、製造、評価に関する基礎的
研究と、製品化に向けた実用研究を産学官が一
体となって推進していることから、愛媛大学にお
ける研究推進に必要な実験装置の整備、既設の
装置の高度化と維持、技術支援者の雇用等の支
援を行うこと。

愛　 媛
大　 学

新規養殖マグロ類「スマ」の次世代型育種
システムの確立と社会実装

新規養殖マグロ類「スマ」の完全養殖システムに
関する基礎及び応用研究を進めたことにより、産
学官による人工種苗生産に成功し、試験養殖及
び出荷が開始されている。これらの先端的研究、
技術開発を実施するための研究者及び飼育管理
の専門技術員の確保と、研究推進のための機器
の整備、大型魚類飼育用生簀群の管理に係る経
費の支援を行うこと。

愛　 媛
大　 学

［２]
セルロースナノファイバーの実用化に向けた産学官連携拠点の構築

（文部科学省）

35 愛媛大学の地域産業イノベーションを創出する機能の強化に関する支援 【最重点】

［１]
新規養殖マグロ類「スマ」の次世代型育種システムの確立と社会実装

（文部科学省）



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

・

・

・

・

(1) ・

(2) ・

(3) ・

(4) ・

地方が外国人材を適正かつ円滑に受け入れるための施策を講じること。 経　 済
労働部

・
保　健
福祉部

特定技能制度の新設に伴う支援 制度の周知とともに、円滑な試験実施及び資格
取得手続に努めること。また、大都市圏への偏在
を防ぎ、地方のバランスに配慮した仕組みを構築
すること。

技能実習制度の円滑な運用への支援 研修や技能講習での言語サポート等の取組みへ
の支援を拡充し、送出国の多様化を踏まえた優
良な送出機関の開拓に必要な支援を行うこと。

介護人材の受け入れの円滑化 各種制度により受け入れた外国人介護人材が、
介護福祉士国家資格を取得しやすくなるよう、必
要となる実務者研修等の受講支援や英語等での
受験を可能とするなど、支援を拡充すること。

外国人材に向けた支援体制の充実 日本語や各業種の専門知識についての習得、生
活面での支援など、サポート体制の一層の充実
を図ること。

木材由来のＣＮＦだけでなく、本県独自の柑橘ナ
ノファイバーなどの地域資源を原料としたＣＮＦに
ついても、製品化・商品化に不可欠となる規格の
標準化を推進すること。

(3) ＣＮＦ研究に係る機器導入に対する助成強
化

産学官が連携した研究開発を推進するため、最
新の研究機器の導入に対する助成を強化するこ
と。

37
外国人材受入れの適正化及び円滑化と地域の実情に応じた制度の拡充
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法務省・厚生労働省）

［２］高機能素材を活用した産業創出への支援
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経済産業省）

炭素繊維やセルロースナノファイバー（ＣＮＦ）など高機能素材を活用した産業創出に対する支援を行
うこと。

経　 済
労働部

(1) 県内企業の参入支援の拡充及び人材養
成への支援の継続

更なる高機能素材活用産業の創出を図るため、
部品の成形・加工事業に係る企業の参入支援を
拡充するとともに、高機能素材を扱うことのできる
高度な知識・技能を持った技術人材の養成など
への支援を継続すること。

(2) 柑橘など地域資源を原料としたＣＮＦの標
準化の推進

【重点】

［１］創業支援の強化　　　　　　　　　　　　　　　　（内閣府・経済産業省（中小企業庁））

国の創業支援施策の拡充 地域における創業を促進し、地域経済の活性化
を推進するため、創業支援の更なる強化を図ると
ともに、十分な予算額を確保すること。

経　 済
労働部

36 産業創出支援の強化 【重点】

一部
新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

・

・

・

・

・

・

・

・

・

農業競争力強化基盤整備に係る当初予算を継続
的に確保すること。

(4) ため池の防災減災対策の推進 改修や耐震化等ハード対策に必要な当初予算を
継続的に確保すること。

ハザードマップ作成等ソフト対策への支援を継続
すること。

強いえひめ農業を支える基盤整備の推進に必要な予算を安定的に確保するとともに、国営事業を着
実に推進すること。

農　 林
水産部

(1) 農業農村整備事業の推進 農業農村整備事業関係予算の総額を当初予算
で確保すること。

(2) 「道前道後用水地区」など国営事業３地区
の推進

「道前道後用水地区」の令和４年度事業着手に向
け全体実施設計を３年度に終えるとともに、「道前
平野地区」「南予用水地区」を着実に推進するこ
と。

(3) 力強い産地形成に向けた基盤整備の推進

39 強いえひめ農業を支える基盤整備の推進　　　　　　　　　　　（財務省・農林水産省） 【最重点】

(2) 漁場環境の変動等に強い貝づくりへの支
援

遺伝的多様性に配慮しつつ感染症や漁場環境の
変動等に強い貝づくり、及び適切な飼育管理に係
る研究開発への支援を行うこと。

(3) 稚貝生産施設の整備への支援 県・市町・漁協等が設置する稚貝生産施設の整
備への支援を行うこと。

　《農林水産業》

38 アコヤガイ大量へい死への対応　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省（水産庁）） 【最重点】

令和元年夏季に発生したアコヤガイ大量へい死への対策を講じること。 農　 林
水産部

(1) 国主導による早急な原因究明 各県の原因究明に係る調査・研究を支援するとと
もに、国主導で関係県と連携した調査・研究を行
うこと。

(4) 外国産アコヤガイ導入のための防疫体制
の構築

外国産アコヤガイ導入に関し、感染症リスク等に
備えた防疫体制を構築すること。

新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

・

(2) ・

・

・

・

・

・

ＣＳＦまん延防止・感染予防及びＡＳＦ侵入防止の
ために必要な措置を強化すること。

家畜伝染病の侵入・まん延防止のための予算を
十分に確保すること。

国における防疫資材備蓄など広域的な支援体制
を強化すること。

家畜伝染病の防疫拠点である家畜保健衛生所の
機能強化に必要な予算を確保するとともに、補助
対象を拡充すること。

41 畜産経営支援対策・家畜伝染病対策の強化　　　　　　　　　　　 （農林水産省） 【重点】

畜産農家が将来にわたり希望を持って経営に取り組めるよう、畜産経営支援対策・家畜伝染病対策を
強化すること。

農　 林
水産部

(1) 畜産経営支援対策の強化 畜産農家の収益性向上や畜産産地の維持・拡大
等に資する施設機械の整備に必要な予算を中長
期的に継続して確保すること。

(2) 家畜伝染病対策の強化

40 果樹経営支援対策の充実・強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省） 【重点】

日米貿易協定やTPP11等による影響が懸念される中、果樹農家が抱える不安を取り除き、将来に向
け安心して営農ができるよう、果樹経営支援対策の充実・強化を図ること。

農　 林
水産部

果樹産地活性化対策の強化 産地生産基盤パワーアップ事業について、中長
期的に継続実施するとともに、成果目標の拡充
等を行うこと。

果樹支援対策について、同一品種の改植を補助
対象とする等の拡充を行うこと。

ドローン等無人航空機による防除の推進 ドローン等による防除に使用できる農薬の適用拡
大を進めること。

一部
新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

・

・

・

・

・

・

(1) ・

・

【重点】

鳥獣被害防止対策のための支援強化を行うこと。 農　 林
水産部

野生鳥獣による農作物等被害防止対策の
推進

農作物等被害防止対策の推進に必要な予算を継
続して確保すること。

(2) 有害鳥獣捕獲従事者の確保に向けた狩
猟免許保持者の負担軽減

有害鳥獣捕獲実績に即してハンター保険料等を
支援するなど、捕獲のインセンティブを高める仕
組みを創設すること。

林業・木材産業団体の制度改正に向けた活動を
支援し、出入国管理及び難民認定法の「技能実
習」における２号移行対象職種へ「林業・木材産
業」を追加すること。

(3) 漁業担い手確保対策 就業直後の収入が不安定な時期の生活を支える
制度を創設すること。

44 鳥獣被害防止対策の強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 （農林水産省・環境省）

43 農林漁業の担い手確保対策の強化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（農林水産省） 【重点】

　高齢化が進む中、新規就業が進んでいない農林漁業において、意欲ある担い手を確保するための
対策を講じること。

農　 林
水産部

(1) 農業担い手確保対策 新規就農者への農業次世代人材投資資金の交
付を継続し、予算を安定的に確保すること。

(2) 林業担い手確保対策

　農林水産物の輸出促進や競争力強化への対策を講じること。 農　 林
水産部

(1) 各国への輸出における障壁に係る対策 インドネシアに対し、残留農薬検査品目リストに
かんきつを加えるよう働きかけること。

各国に対し、輸出規制の改善について働きかけ
ること。

(2) 次世代有望品種の知的財産の保護への
支援

新品種の海外品種登録に係る予算の確保等、継
続的な支援を行うこと。

42 農林水産物の輸出促進及び競争力強化                  （農林水産省（水産庁）） 【重点】一部
新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

・

・

・

・

・

・

・公告事案等に係る情報提供の強化 公告や登録時に、自治体が的確に対応できるよ
う、定期的な情報提供などの支援措置を講じるこ
と。

47
海外における日本の地名の商標登録問題への取組強化

【重点】
（経済産業省（特許庁）・農林水産省）

日本の主要な地名（都道府県名等）の保護を図ること。 企 　画
振興部

・
経　済
労働部

・
農　 林
水産部

(1) 県名の公知の外国地名としての認識徹底
の働きかけ

主要な地名（都道府県名等）について、冒認出願
（関係ない者が行う出願）されたとしても拒絶され
るよう、公知の外国地名としての認識の徹底を各
国に働きかけること。

(2)

【重点】

新たな養殖技術や環境・資源管理技術などの技術開発に係る研究施設の整備に対する支援を行うこ
と。

農　 林
水産部

浜の活力再生・成長促進交付金の対象拡
充

浜の活力再生・成長促進交付金を拡充し、種苗
生産施設等に加えて技術開発に係る研究施設を
補助対象とすること。

スマート林業の推進・木材産業の競争力
強化への支援

ＩＣＴ等の先端技術を活用したスマート林業の実現
や木材産業における高品質商品の生産体制構築
に必要な予算を確保すること。

(3) ＣＬＴの早期普及への支援 高い普及効果が見込まれ、先導的な役割を果た
す公共施設等への活用に対する支援を継続・強
化すること。

46 持続的な水産資源の確保に向けた技術開発の強化　　　　（農林水産省（水産庁））

45 林業の成長産業化に向けた支援の強化　　　　　　　　　　　（農林水産省（林野庁）） 【重点】

林業を地域の成長産業へ育成する「えひめ森林・林業振興プラン」の推進に向け、支援を強化するこ
と。

農　 林
水産部

(1) 森林整備・路網整備への支援 植栽、下刈り等に係る森林所有者への支援を充
実・強化すること。

造林間伐及び林道等の開設・改良に必要な予算
を確保すること。

(2)

新規

一部
新規



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

・

・

・

・

・

・

・

・

eスポーツを積極的に活用することで、障がい者と
健常者との相互交流を促進し、障がい者の可能
性を広げる取組みを進めること。

次世代トップアスリートの発掘・育成事業に係るス
ポーツ振興くじ助成支援の拡充及びオリンピアン
や中央競技団体の優れた指導者から県内で直接
指導が受けられるような仕組みを構築すること。

50 障がい者スポーツ振興への支援の拡充　　　　　　　　（文部科学省（スポーツ庁）） 【最重点】

全国障害者スポーツ大会（えひめ大会）で培った競技力や県民の関心の高まりを一過性のものとする
ことなく、継承・発展させるため、支援を拡充すること。

スポーツ・
文化部

(1) 障がい者が身近にスポーツを楽しむ環境
の整備

(3) 地方の中小企業における障がい者スポー
ツアスリートの雇用促進

中小企業向けにインセンティブを付した障がい者
アスリート雇用促進制度を創設し、地域に根差し
た障がい者アスリートの育成を図ること。

(2) ｅスポーツの推進を通じた障がい者・健常
者の区分のない競技の推進

四国遍路の世界遺産暫定一覧表への記
載

四国遍路を、人類共通の遺産として保存・継承す
るため、世界遺産候補として暫定一覧表への追
加記載を行うこと。

スポーツ・
文化部

札所・遍路道の文化財指定に必要な調査に関す
る予算の総額確保及び本県への重点的な予算
配分を行うこと。

49
次世代のトップアスリートの発掘・育成に対する支援等の充実

【最重点】
（文部科学省（スポーツ庁））

障がい者のスポーツ実施率向上を図るため、既
存の民間のスポーツ施設を活用した仕組みを構
築し、障がい者のスポーツ環境を改善すること。

スポーツ・
文化部

(1) ナショナルトレーニングセンター（NTC）等
を使用できる仕組みの構築、ハイパフォー
マンススポーツセンターとの連携体制構築

本県のトップアスリート、ジュニアアスリート等がナ
ショナルトレーニングセンター（NTC）等の施設を
使用できる仕組みを構築すること。また、国立ス
ポーツ科学センター（JISS）と連携しながらスポー
ツ医科学を推進するため、ハイパフォーマンスス
ポーツセンターとの連携体制を構築するとともに
機器類の購入費補助制度の新設を検討するこ
と。

(2) 国体施設を活用する仕組みの構築 本県が整備した国体施設を全国レベルの大会等
で活用するための仕組みについて、中央競技団
体等と調整を図りながら構築すること。

(3) スポーツ振興くじの助成の拡充

　《文化・スポーツ》

48 四国遍路の世界遺産暫定一覧表への記載　　　　　　 　　　（文部科学省（文化庁）） 【最重点】



令和３年度　重要施策提案・要望　項目の主旨

項　　　　目 提 案 ・ 要 望 主 旨 所管部

＜資料２＞

(1) ・

(2) ・

・地域が独自の魅力を引き出すために実施
する芸術・文化施策への支援の拡充

地方が独自の魅力向上のために行う芸術・文化
施策について、地域の実情や課題に的確に対応
した内容となり、着実な地域活性化につなげるこ
とができるよう、地方支援の事業費を確保するこ
と。

スポーツ・
文化部

【最重点】
（内閣官房・文部科学省（スポーツ庁））

スポーツ・
文化部

東京2020オリンピック・パラリンピックに向
けたホストタウン制度による支援の拡充

より多くの自治体が事前合宿等を通じた国際交
流に積極的に取り組めるよう、ホストタウン制度
の財政支援対象経費を拡大するとともに、大会後
の交流継続を後押しするため、支援期間の延長
や支援制度の新設等を検討すること。

東京2020オリンピック・パラリンピックへの
機運醸成の取組みの支援

オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展
開事業について、引き続き予算確保に努めるとと
もに、大会終了後も、両大会のレガシーを継承
し、スポーツの価値への理解促進に向けた取組
みを継続すること。

51
東京2020オリンピック・パラリンピックを通じた地域の取組みへの支援

52 地方の芸術・文化施策への支援　　　　　　　　　　　　　　　　（文部科学省（文化庁）） 【重点】


